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生涯学習・社会教育に求められる
今日的な役割
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事例発表 意⾒交流講 義

本⽇の研修の流れとねらい

【研修のねらい】
○生涯学習・社会教育に求められる今日的な役割を
理解する。
○事例発表・グループでの意⾒交流を通して，職員
としてこれから何ができるかについて考える。
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「生涯学習・社会教育に
求められる今日的な役割」講 義
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第３期教育振興基本計画（閣議決定 H30.6)

《教育政策の重点事項》
○「超スマート社会(Society5.0)」の実現に向けた
技術革新が進展するなか「人生100年時代」を
豊かに生きていくためには，「人づくり革命」，
「生産性革命」の一環として，若年期の教育，
⽣涯にわたる学習や能⼒向上が必要

○教育を通じて生涯にわたる一人一人の「可能性」
と「チャンス」を最大化することを今後の教育
政策の中心に据えて取り組む

2030年以降の社会を展望した教育政策の重点事項（抜粋）



Society5.0とは（内閣府）
サイバー空間とフィジカル（現実）空間を⾼度に融合させた
システムにより，経済発展と社会的課題の解決を両⽴する，
人間中心の社会（Society)



Society5.0で実現する社会（内閣府）



第３期教育振興基本計画（閣議決定 H30.6)

１ 夢と志を持ち，可能性に挑戦するために
必要となる⼒を育成する

２ 社会の持続的な発展を牽引するための
多様な⼒を育成する

３ 生涯学び，活躍できる環境を整える
４ 誰もが社会の担い手となるための学びの
セーフティネットを構築する
５ 教育政策推進のための基盤を整備する

今後の教育政策に関する基本的な方針



基本的な方針

教育政策の目標

家庭・地域の教育⼒の向上，家庭・地域の教育⼒の向上，
学校との連携・協働の推進

社会的・職業的⾃⽴に向け
た能⼒・態度の育成
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夢と志を持ち，可能性に挑戦する
ために必要となる⼒を育成する

第３期教育振興基本計画（閣議決定 H30.6)



⽂部科学省 教育振興基本計画から
基本的な方針

教育政策の目標

人々の暮らしの向上と社会
の持続的発展のための
学びの推進

職業に必要な知識やスキル

推進

職業に必要な知識やスキル
を生涯を通じて身に付ける
ための社会人の学び直しの
推進

人生100年時代を⾒据えた
生涯学習の推進

障害者の生涯学習の推進
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生涯学び，活躍できる環境を整える

第３期教育振興基本計画（閣議決定 H30.6)



基本的な方針

教育政策の目標

多様なニーズに対応した
教育機会の提供

家庭の経済状況や地理的
条件への対応

10

誰もが社会の担い手となるための
学びのセーフティネットを構築する

第３期教育振興基本計画（閣議決定 H30.6)



社会教育の振興方策について（平成30年12月）
人口減少時代の新しい地域づくりに向けた
社会教育の振興方策について（平成30年12月）

⽂部科学省 中央教育審議会答申から

今後の地域における社会教育の在り方

今後の社会教育施設の在り方
求められる役割 所管の在り方
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地域における社会教育の目指すもの



地域における社会教育の意義と果たすべき役割
地域における社会教育の目指すもの

⾃⼰実現・成⻑

人づくり
自主的・自発的な学び
による知的欲求の充足，
⾃⼰実現・成⻑ の絆の強化

つながりづくり
住⺠の相互学習を通じ，
つながり意識や住⺠同⼠
の絆の強化

地域づくり
地域に対する愛着や帰属意識，地域の
将来像を考え取り組む意欲の喚起
住⺠の主体的参画による地域課題解決

学びと活動の好循環
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新たな社会教育の方向性
地域における社会教育の目指すもの

得られるような方策を工夫し強化

住⺠の主体的な参加の
ためのきっかけづくり
社会的に孤⽴しがちな⼈々も含め，
より多くの住⺠の主体的な参加を
得られるような方策を工夫し強化

と幅広く連携・協働

ネットワーク型⾏政の
実質化
社会教育⾏政担当部局で完結
させず，⾸⻑，NPO,大学，企業等
と幅広く連携・協働 人材の活躍の後押し

地域の学びと活動を
活性化する人材の活躍
学びや活動と参加者をつなぎ，地域
の学びと活動を活性化する多様な
人材の活躍の後押し

開かれ，つながる社会教育
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住⺠の主体的な参加のためのきっかけづくり
より多くの住⺠の主体的な参加を得られるような⽅策を⼯夫し強化

○地域における学びの機会に関する情報の収集・提供
○学びの場へ一歩踏み出すきっかけづくり
・住⺠にとって⾝近で目的を共有しやすいテーマを設定
・楽しく，誇りをもって取り組んでいけるような学習機会
○学びの継続を⽀える仕組みや魅⼒づくり
・学習成果を地域での活動で生かす「学びと活動の循環」

○地域と学校が共に手を携える（地域学校協働活動）
・地域の⼦供達の豊かな学びや健やかな成⻑
・地域活性化
○地域防災
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ネットワーク型⾏政の実質化
社会教育⾏政担当部局のみで完結しがちな「社会教育」の壁を打ち破る

○社会教育の担い手として期待
・⾸⻑部局やNPO，⼤学や専門学校，⺠間事業者

○教育委員会が実施する社会教育の学級・講座数は
減少傾向
・厳しい財政状況
・参加者の固定化や高齢化
・⾸⻑部局等とも連携して様々な地域課題に取り組んでいる
ところもある

○かねてから多様な主体と連携・協働によるネット
ワーク型⾏政の推進について指摘
・地域づくりの基盤を⾸⻑部局等と共に構築
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地域と学びと活動を活性化する人材の活躍
学びや活動と参加者をつなぎ，地域の学びと活動を活性化する学びや活動と参加者をつなぎ，地域の学びと活動を活性化する
専門性ある人材にスポットライトを当て，その活躍を後押し

○関係者間をつなぎ，必要な学習の場について調整
○地域学校協働活動の推進
・地域学校協働活動推進員の役割
・地域の社会教育推進に大きな役割を果たしている人材と
⾏政との連携

○社会教育主事（社会教育士）の配置
・コーディネート能⼒，ファシリテート能⼒等の発揮
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社会教育主事に期待される役割
○地⽅の⾏財政改⾰の進展に伴う社会教育⾏政の変化
○まちづくり，⾼齢者福祉など多様な⾏政部局が関係施策を展開
○ＮＰＯ・大学・企業など多様なプレーヤーの出現

◇社会教育主事の必置の必要性
「社会教育主事を引き続き必置を原則とすることが望ましい」平成25年9月 中央教育審議会 生涯学習分科会 「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議の整理」
◇社会教育主事に求められる役割・能⼒
「社会教育主事は コーディネート能⼒

ファシリテーション能⼒
プレゼンテーション能⼒

などを身につけておくことが必要不可⽋である」平成25年9月 中央教育審議会 生涯学習分科会 「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議の整理」
「社会教育主事には『学びのオーガナイザー』

としての役割が求められる」平成29年3⽉学びを通じた地域づくりに関する調査研究協⼒者会議「⼈々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築に向けて（論点の整理）」
17



◆改正の趣旨
社会教育主事講習等規程の⼀部を改正する省令の施⾏について 平成30年２⽉28日公布

◆改正の概要

◆施⾏期⽇ 令和２年４月１日

○社会教育主事講習の科目及び単位数の改善（第３条関係）

○「社会教育士」の称号の付与（第８条第３項，第11条第３項関係）
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社会教育士について

19平成30年9月 ⽂部科学省 「社会教育主事について」



「このまちにくらしたいプロジェクト 」
〜中学⽣がつくる３０年後の

未来のために今できること〜
事例発表
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古⽥公⺠館
社会教育主事 爲政 久雄



視点１）人づくり
多様な人材が，幅広く活躍する多様な人材が，幅広く活躍する

ための工夫
○学びや活動へのきっかけづくり
○公⺠館での学びを⽣かす
○地域住⺠の当事者意識や⾃治⼒
を引き出す

○「参加者」→「運営者」へ
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視点２）つながりづくり
多様な主体と連携・協働する

ための工夫
多様な主体と連携・協働する

ための工夫
○中学⽣と住⺠グループ
○地域団体との連携
○ネットワーク
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視点３）地域づくり
学びを地域課題解決へつなげる工夫学びを地域課題解決へつなげる工夫
○「あそび場づくり」

→「地域づくり」
○「多世代の居場所づくり」

→「多世代のつながり」
○「多世代での学び」

→「次の世代へ引き継ぐ未来へ」
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交流シート



意⾒交流
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グループで意⾒を交流しましょう



①交流シートへの記⼊ ５分

②グループでの意⾒交流 15分

③グループで出た意⾒の紹介 ５分

○演習の説明 5分○演習の説明 5分
演習の流れ（時間は目安）
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振り返り

今回の研修を振り返って，
感じたこと，考えたこと等を
交流しましょう。
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アンケートに御協⼒ください。

みなさま，お疲れ様でした。
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